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世界に希望を生み出そう

CREATE HOPE
in the WORLD

４つのテスト 言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　　　　　　２．みんなに公平か　
３．好意と友情を深めるか　　４．みんなのためになるかどうか「姫路西ロータリークラブ　GO　GO」

2023-24年度クラブ週報　№     　   　　　　 例会　（通算　　　回）

２０23～２０24

姫 路 西 R C
第２６８０地区

　１．	開会点鐘（１４：３０）
　２．	第１部　式典
　３．	第２部　講演
　　　　講師；報道カメラマン　宮嶋茂樹氏
　４．	第３部　次年度に向けて
　５．	休　憩　お茶席・写真展
　６．	第４部　室内楽音楽
　７．	第５部　懇親会
　８．	閉　会　（２０：００）

＜次週プログラム＞
　当クラブ　　　２／２１「国際奉仕フォーラム」三宅　敬国際奉仕委員長
　　　　　　　　　　　　　『国際交流としての青少年交換プログラム』
　　　　　　　　　　　　　地区青少年奉仕委員会　副委員長　白井務子氏（姫路東ＲＣ）
　　　　　　　　　／２８「祭り屋台について」　　　　砂川漆工芸　代表　砂川　隆氏
　神崎ＲＣ　　　２／１５「休会」
　姫路中央ＲＣ　２／１５→１７「西播第一グループＩＭ」
　姫路南ＲＣ　　２／１９→１７「西播第一グループＩＭ」
　姫路東ＲＣ　　２／１９→１７「西播第一グループＩＭ」
　姫路ＲＣ　　　２／２０「休会」

今週のソング

奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
　御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
　めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
　我等のロータリー

31 2 月 17 日

君が代
　君が代は
　千代に八千代に
　さざれ石の
　巌となりて
　苔のむすまで

西播第一グループ IM西播第一グループ IM

小山恵生会員提供
（舟屋の里　伊根）
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２月　７日（水）例会記録

開 会 点 鐘

「君が代」「クラブソング」

会 長 の 時 間 ……………………………… 永岡準司会長

来 客 紹 介 ……………………………… 石橋悦次会長エレクト

＜ゲストスピーカー＞
　司法書士玉野裕枝事務所　司法書士　玉野裕枝氏

　先週３日土曜日、節分でしたが各地で節分祭・鬼追いなどの行事が行われたようです。
会員ご家族におかれましても小さいお子さん、またお孫さんがおられるご家庭では、豆まきをされたので
はないでしょうか。撒く豆は大豆が一般的ですが、これは五穀の中で一番大きいので一番魔除けになるか
らだそうです。地域によっては落花生なども使われるみたいです。雪が多い所では見つけやすく、無駄が
なく衛生的だからそうです。また節分には恵方巻を食べる習慣がありますが、今年の恵方は東北東でし
た。ただこの恵方巻を食べる習慣は大阪の海苔屋さんが考えたみたいで、何か意味があるというよりは商
売絡みのようです。残念なことに魚町の寿司屋さんが販売した恵方巻で食中毒が発生し、大変な目にあわ
れた方もいらっしゃいます。家庭で作るのが無難なようですね。
　３日節分の次の日は立春です。二十四節気の中で立がつくのが立春・立夏・立秋・立冬ですが、そのす
べての前日が節分になります。つまり一年の中で節分は４日あることになります。
ただ旧暦では立春が１年の始まりになりますから、２月３日の節分に豆まきをするようになったそうで
す。
　節分だけではなく１年を通して、季節の移ろいを感じることができる行事がたくさんある我が日本国
は、本当に素晴らしい国だと思います。

〇新入会員へバッジの贈呈
中村恒彦会員　推薦者；島田進一会員、糸　範大会員

〇還暦のお祝い・・関本慶次郎会員
〇誕生日のお祝い・・９日　関本慶次郎会員　１３日　近藤尚紀会員

１８日　萩野清秀会員　２７日　田路裕之会員
〇結婚記念日のお祝い・・６日　吉田和正会員　８日　振角憲治会員

８日　細野友克会員　１５日　島田進一会員
２８日　高吉千秋会員

〇夫人誕生日のお祝い・・２１日　三木（通）会員夫人　２３日　三木（健）会員夫人
〇皆勤のお祝い・・吉田和正会員（１１年間）　中村正行会員（１１年間）

片岡和樹会員（９年間）　　高吉千秋会員（６年間）
　おめでとうございす。

幹 事 報 告 ……………………………… 振角憲治幹事

〇「２０２４～２５年度版ロータリー手帳」のご案内がまいっております。
　　案内を回覧しますのでご入り用の方は添付申し込み表にご記入ください。

〇	創立５５周年記事業として結成応援しましたレガート事務局よりお知らせがまいっております。２月
１７日に市民会館にて開催される「ひめじ教育万博２０２４」に姫路東高校の生徒とレガートメンバ
ーが発表するとのことです。チラシを受付にて配布しておりますのでお持ち帰り下さい。
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出 席 報 告 ……………………………… 萩野清秀副委員長

“出席は第一のクラブ奉仕である”
会 員 数 出 席 数 当 日

出 席 率
前 々 週 メ ー
ク ア ッ プ 数

出 席
免 除 者

前 々 週
欠 席 者 数

57 46 80.70% 6 8 6

＜当日欠席会員＞
　石田・桂・小林・藤橋・帽田・丸尾　各会員

＜１／２４　メイクアップ＞　　
　　１０／２８（Ｒ財団・国際奉仕合同セミナー）石田・石橋　両会員　　　　
　　　１／２４（eクラブ）仲上会員　　２／　５（姫路東ＲＣ）島田会員
　　　２／　５（eクラブ）中村（正）会員　　２／　９（eクラブ）山崎会員

〇	例会終了後、４階「鶴亀の間」にて「２月定例役員理事会」を開催しますので役員・理事の方はご出席
ください。

〇	本日１８時３０分より、欧風酒場カブト（糸会員お店）にて「中村正行さん姫路文化賞受賞お祝いの会」
がございますので出席者の方はよろしくお願いします。

〇	次週１４日（水）は１７日（土）の「西播第一グループＩＭ」に変更しておりますのでお間違えのない
ようお願いします。
　１７日（土）１４時～受付　１４時３０分開会　懇親会１８時～２０時。
　　　場所はホテル日航姫路３階「光琳の間」で開催します。	多数の出席をお願いします。

＜例会変更通知＞
　姫路ＲＣ　２／１３「休会（定款第７条第１節（ｄ））」
　赤穂ＲＣ　２／２２「夜間鍋例会」１８時３０分～於；赤穂商工会館

／２９「休会」
　高砂ＲＣ　３／　１「職場例会」於；高砂市総合体育館

／　８→６「高砂青松ＲＣとの合同例会」於；鹿島殿
／２２「休会（定款第７条第１節（ｄ））

ニ コ ニ コ 箱 ……………………………… 関本慶次郎ＳＡＡ

　関本（慶）会員・・・還暦・誕生日自祝。
　萩野会員・・・誕生日自祝。
　島田・細野　両会員・・・結婚記念日自祝。
　高吉会員・・・結婚記念日・皆勤自祝。
　吉田会員・・・結婚記念日、４１回目です。感謝を込めて自祝します。

妻も湯船に浸かれるまでに快復してきました。
　片岡会員・・皆勤自祝。
　中谷会員・・・1月夫人誕生日自祝。いろいろご報告。
　赤西・石川・大谷・関本（盛）・田寺・永岡・仲上・野瀬・備谷・本田・山水・横田・吉原　各会員

・・・玉野様、本日はよろしくお願いいたします。
　林野・三宅　両会員・・・中村恒彦会員、ようこそ！
　中村（恒）会員・・・本日より入会させて頂きます。よろしくお願いいたします。

- 3 -



クラブ奉仕金 ……………………………… 関本慶次郎ＳＡＡ

近藤・田路　両会員・・・誕生日自祝。
振角会員・・・結婚記念日自祝。１６年経ちました。
吉田会員・・・皆勤自祝。
伊賀・片岡・金坂・北野・國富・小山・重岡・白川・高吉・永岡・中村（浩）・中村（正）桝・三木（健）・
山田　各会員・・・玉野様、スピーチよろしくお願いいたします
澤田会員・・・中村さん、今晩行けなくてごめんなさい。
糸会員・・・中村恒彦会員、よろしくお願いします。
横山会員・・・テーブルリーダー職が厳しいです！

プ ロ グ ラ ム ……………………………… 重岡良則委員長

続きは姫路西ロータリークラブのHPでご覧ください
＜新入会員紹介＞

　（敬称略）
　会員名　　　　中村　恒彦
　生年月日　　　１９７８年１１月２９日
　職業分類　　　特装自動車の整備販売
　勤務先　　　　株式会社　船場サービス
　役職 代表取締役
　勤務先住所　　〒 670-0984	姫路市町坪４５３番地

☎ 079 － 293 － 3352		FAX　079-296-0316
　ご家族　　　　奥様・お二人のお嬢様	
　推薦者　　　　島田進一会員、糸　範大会員

「相続登記義務化について」
司法書士　玉野裕枝氏
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『『相相続続登登記記義義務務化化』』  
令和 6 年 2 月７日 

司法書士 玉野裕枝 

第１ 「相続登記の申請」 

１．「相続登記」とは 

①相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義 を変更すること。

②名義を変更するには、法務局に申請する必要がある。 

（相続人から司法書士に依頼して申請してもらうことができる）

２．「相続登記」申請までの流れ 

①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する

②相続人の間で、遺産分割協議

③相続登記申請書作成、必要書類を用意

④管轄の法務局に申請

３．「相続登記」にかかる費用 

①登録免許税（登記の際に国に納付する税金：不動産評価額×４/1000）

②各種証明書の取得費用（戸籍謄本、住民票等）

③司法書士に支払う報酬（※依頼した場合のみ）

第２ 「相続登記の義務化」 

１．「相続登記の義務化」の内容 

①相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日か

ら３年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となる。 

②正当な理由がないのに相続登記をしない場合、１０万円以下の過料が

科される可能性がある。 

※今度、通達等により解釈が明確になると思われる（令和６年３月）
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２．相続登記が義務化された理由 ～ 所在不明土地問題 ～ 

（１）所在不明土地とは 

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地 

・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地 

・九州本土の土地面積（約 367 万 ha）を超える約 410 万 ha

・2024 年には、約 720 万 ha に至ると推計 

（２）所在不明土地の発生原因 

・相続登記の未了が全体の約３分の２ 

・住所変更登記の未了が全体の約３分の１ 

⇒登登記記がが要要因因ととななっってて国国土土のの問問題題がが発発生生ししてていいるる 

（３）相続登記がされない原因 

・相続登記の申請が任意

・相続した土地の価値が乏しく、売却も困難な場合、費用や手間をか 

けてまで登記をする動機付けがない 

（４）相続登記を義務化した理由 

・環境悪化（雑草、ゴミの不法投棄、害虫の発生など） 

・災害のリスク（崖地、大雨、大雪の際災害を引き起こす） 

・民間の土地取引が阻害される

・公共工事の阻害（公共事業の用地取得、森林管理の支障） 

・東日本大震災の復旧・復興事業の遅れが契機となる 

・土地の基本的な情報を公示する台帳としての不動産登記の役割が見直 

された 

→ 登記情報を最新のものに更新することの重要性 

土土地地所所有有者者のの基基本本的的責責務務！！  
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